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Customs Alert 
自主開示を行った場合に適用される罰金
軽減措置期間の延長 

 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 
 
はじめに 
 

タイ財務省は最近、関税不足額に関する罰金の軽減に関する省令第 3 号仏歴
2564 年を公布し、過去の輸入貨物の未払関税額を自己開示した輸入者に対す
る不足関税額に関する罰金軽減措置の取得期間を延長しました。関税不足分を
税関に自己開示し（不正の意図なしに）、2022 年 3 月 31 日までに追徴関税を
支払う事業者は、毎月軽減された関税不足額に関する罰金率（0.25%）の適用
を享受する資格を有します。 

 
自己開示に基づく罰金軽減措置の適用期間等に関する留意点 
 
2021年12月8日付関税不足額に関する罰金の基準に関する省令第３号 仏歴 2564

年が官報に掲載されました。同規則は、2021年9月末に期限切れとなった関税
罰金軽減措置の適用期間を、旧省令（省令第2号）に基づき延長するもので
す。 
 
この省令は、輸入関税を過少に支払った輸入者が、関税の支払を回避する意図
がない場合、タイ税関にその誤りを自主開示し、不足分の関税を自主的に支払
うことを奨励するものです。この省令は、2022年3月31日までに企業が関税の
過少申告について自主開示、及びその関税不足額を納付した場合、通常適用さ
れる罰金率（最大不足関税額の1%）を一時的に軽減し、1カ月当たり0.25%を
上限とすることを規定しました。 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が未だにタイ経済に悪影響を与えてい
るため、事業者を支援するためにこの新しい省令が発表されました。さらに、
COVID-19の影響により、税関が税関調査を行うことが依然として物理的に困難
な状況の中で、輸入業者が自発的に関税を支払うインセンティブを作り出すこ
とを目的としています。 
 
不足関税に適用される罰金率は、輸入日から支払日まで、不足関税額に対して
毎月計算されます（しかしながら罰金の上限は不足関税額までと規定されてい
ます）。 
 
今後の対応 
 
過去の輸入において関税を過少申告した輸入者は、追徴関税支払のためのワン
ストップサービス（OSS）の利用と組み合わせて、税関に対して自主開示を行
い、追徴関税を支払うことにより、過少支払が税関調査で発見された場合に通
常適用されるべき追徴関税及び罰金/付加価値税額を軽減する機会を有しま
す。 
 
そのため、デロイトは輸入業者に対して下記の対応を推奨します。 
 

1) 自社の輸入活動について、税関の規則や規制を遵守しているかどうか
を自主的に判断し、潜在的な関税及び付加価値税の影響を特定するた
めの内部監査を実施する。 
 

2) 暫定的な関税不足額に関する罰金の軽減措置（1カ月当たり支払うべき
関税の0.25%）及び罰金の免除の可能性を得るために、税関に対する違
反の自己開示、及び未払関税を期日内（2022年3月31日）に支払うこと
を検討する。 
 
 

 
 
 
  
 

Contacts  
 
Nu To Van, Partner Customs & Global Trade,  
ntovan@deloitte.com 
 
Sujitra Sukpanich, Director Customs & Global Trade, 
ssukpanich@deloitte.com 
 
Tom Cachet, Senior Manager Customs & Global Trade, 
tocachet@deloitte.com 
 
 

 

mailto:ntovan@deloitte.com
mailto:ssukpanich@deloitte.com
mailto:tocachet@deloitte.com


 
 

  

Dbriefs 
A series of live, on-
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